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一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
経
済
協
力
に
関
し
て
は
、
平
成
十
五
年
五
月

に
、
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
・
チ
ー
女
史
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
当
局
に
拘
束
さ
れ
て
以
降
の
状
況
に
鑑
み
、
新
規
の
案
件
は

基
本
的
に
見
合
わ
せ
、
緊
急
性
が
高
く
、
真
に
人
道
的
な
案
件
等
に
つ
い
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
政
治
情
勢
を
注
意
深
く
見
守

り
つ
つ
、
案
件
内
容
を
個
別
に
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
順
次
実
施
し
て
き
た
。

そ
の
後
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
は
平
成
二
十
二
年
十
一
月
に
総
選
挙
を
実
施
し
、
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
・
チ
ー
女
史
の
自

宅
軟
禁
措
置
を
解
除
し
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
三
月
に
は
民
政
移
管
が
行
わ
れ
、
更
に
同
年
五
月
に
は
政
治
犯
約
五
十

名
を
釈
放
し
た
。
我
が
国
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
を
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
に
向
け
た
前
向
き
な
一
歩
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
、
経
済
協
力
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
及
び
人
権
侵
害
の
改
善
の
状
況
を
見
守
り
つ
つ
、
ミ

ひ

ャ
ン
マ
ー
国
民
に
直
接
裨
益
す
る
生
活
の
基
礎
と
な
る
分
野
を
中
心
に
案
件
内
容
を
個
別
に
検
討
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
旨
を
、
同
年
六
月
二
十
八
日
に
、
菊
田
真
紀
子
外
務
大
臣
政
務
官
（
当
時
）
か
ら
ワ
ナ
・
マ
ウ
ン
・
ル
イ
ン
・
ミ

ャ
ン
マ
ー
外
務
大
臣
に
対
し
て
伝
え
る
と
と
も
に
、
同
年
十
月
二
十
一
日
に
、
玄
葉
光
一
郎
外
務
大
臣
が
ワ
ナ
・
マ
ウ
ン
・

一



ル
イ
ン
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
外
務
大
臣
と
の
会
談
に
お
い
て
、
改
め
て
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
事
件
の
真
相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
含
め
長
井
健
司
氏
が
死

亡
し
た
と
き
に
所
持
し
て
い
た
全
て
の
所
持
品
の
返
還
に
つ
い
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
へ
の
申
入
れ
を
継
続
し
、
先
に
述
べ
た

会
談
に
お
い
て
改
め
て
申
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
事
件
に
関
す
る
我
が
国
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
対
す
る
対

応
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
政
府
の
申
入
れ
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
の
通
知
を
含
め
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
対
応
を
見
極
め
た

上
で
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
邦
人
保
護
の
責
任
、
人
命
の
尊
さ
を
軽
視
し
て
い
る
」
及
び
「
そ
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
諸
外
国
に
抱
か
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

我
が
国
政
府
か
ら
の
申
入
れ
を
受
け
て
の
対
応
振
り
に
つ
い
て
の
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
と

の
間
の
今
後
の
や
り
取
り
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


